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一
一
論
説
一
一法

の
解
釈
と
比
較
法

五

嵐

十

清

五四三二一目

次
は
じ
め
に

歴
史
的
考
察

現

状
問

題

点

む

す

び

は
じ
め
に

本
稿
は
、
法
の
解
釈
に
対
し
て
比
較
法
が
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
筆
者
の
専
門
と
の
関
係
で
民
法
の
解
釈
が
中
心
と
な
抗
日
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
「
解
釈
」
と
は
、
学
者
の
行

な
う
法
の
解
釈
(
学
説
)
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
行
な
う
法
の
解
釈
(
判
例
)
を
主
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
学
説

一
般
的
に
論
じ
よ
う
と
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説

〈

2
)

に
与
え
る
比
較
法
の
影
響
は
あ
ま
り
に
も
自
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
)

0

1

さ
ら
に
、

員命

体
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
解
釈
問
題
は
、
制
定
法
の
条
文
に
即
し
た
も
の
よ
り
は
、
条
文
を
離
れ
た
学
説
・
判
例
に
よ
る
法
の
創
造
の
場
合

が
多
い
。
法
の
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
貢
献
は
、
こ
の
点
に
も
っ
と
も
良
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
一
九
七
八
年
一
二

月
二
日
、
札
幌
民
事
実
務
研
究
会
で
行
な
わ
れ
た
講
演
に
補
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

(
1
〉
労
働
法
を
中
心
と
し
た
研
究
と
し
て
、
山
口
浩
一
郎
「
比
較
法
研
究
と
自
国
法
の
解
釈
」
季
刊
労
働
法
八
O
号
(
一
九
七
一
年
)
が
あ
る
。

(

2

)

こ
の
点
に
つ
き
、
小
山
昇
「
日
本
に
お
け
る
訴
訟
行
為
論
の
現
状
」
民
事
訴
訟
法
雑
誌
二

O
号
(
一
九
七
四
年
)
の
鋭
い
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。

歴
史
的
考
察
|
|
わ
が
国
の
場
合
を
中
心
と
し
て

(1) 

序

説

法
の
解
釈
に
対
し
、
比
較
法
が
ど
れ
だ
け
貢
献
で
き
る
か
、
ま
た
そ
の
さ
い
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
か
と
い
う
の
は
、
今
日
の
世
界

の
比
較
法
学
の
テ

i
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
l
マ
は
比
較
法
に
と
り
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
比
較
法
が
立

(
1〉

法
に
寄
与
し
う
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
の
後
半
に
は
ひ
ろ
く
承
認
さ
れ
て
い
た
が
、
法
解
釈
へ
の
寄
与
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ

う
は
い
か
な
い
。
法
の
解
釈
は
制
定
法
な
り
判
例
法
な
り
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
各
国
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
体

系
を
な
し
て
い
る
か
ら
、
比
較
法
の
割
り
こ
む
余
地
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
む
し
ろ
常
識
的
な
見
解
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
法
解
釈
へ
の
比
較
法
の
寄
与
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
法
学
方
法
論
の
変
革
が
必
要
で
あ
っ
た
。
自
由
法
運
動
に
よ
っ
て
概
念
法
学

自
由
な
科
学
的
探
求
が
承
認
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
は
じ
め
て
比
較
法
的
解
釈
の
登
場
が
可
能
と

が
、
同
時
に
現
代
比
較
法
の
建
設
者
の
一
人
で
あ
る
の
は
、

が
克
服
さ
れ
、
法
の
欠
棋
の
存
在
と
、

な
っ
た
。
自
由
法
運
動
の
担
い
手
の
一
人
で
あ
っ
た
サ
レ
イ
ユ

(ω
担

Ha--2〉

兵
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け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
第
二
次
大
戦
後
の
今
日
で
は
、
法
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
貢
献
は
ひ
ろ
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
、
事
情
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
法
学
は
当
初
か
ら
比
較
法
(
と
い
う
よ
り
は
外
国
法
)
の
支
配
下
に
あ
り
、
比

較
法
は
主
と
し
て
法
の
解
釈
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
わ
が
国
で
は
、
法
の
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
貢
献
は
当
然
の
こ

(
3
)
 

と
と
解
さ
れ
て
い
た
。
以
下
、
そ
の
歴
史
的
事
情
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

(2) 

法
血
ハ
継
受
以
前

明
治
三

O
年
前
後
の
法
典
継
受
以
前
の
わ
が
国
の
民
事
裁
判
は
主
と
し
て
慣
習
法
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
が
、
慣
習
法
の
な
い
と
き

は
、
「
条
理
を
推
芳
し
て
」
行
な
わ
れ
た
(
明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
一

O
三
号
裁
判
事
務
心
得
第
三
条
参
照
)
。
そ
の
条
理
の
内
容
の
多

く
は
、
外
国
法
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
明
治
初
期
の
わ
が
国
の
法
律
家
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
す
る
か
、
ま
た
は
日
本
に
来
た
外
国
人
法

学
者
に
よ
り
法
学
教
育
を
受
け
た
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
授
業
か
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
授
業
で

あ
り
、
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
法
学
派
と
フ
ラ
ン
ス
法
学
派
が
誕
生
し
た
。
制
定
法
や
慣
習
法
の
乏
し
か
っ
た
当
時
、
条
理
を
適
用
す
ぺ
ぎ
場
合

が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
裁
判
官
に
と
っ
て
条
理
の
内
容
は
外
国
法
(
イ
ギ
リ
ス
法
か
フ
ラ
ン
ス
法
)
と
な
ら
ざ
る
え
な
か
つ
げ
v

か

く
し
て
わ
が
国
で
は
す
で
に
法
典
編
纂
以
前
に
法
の
適
用
に
対
し
外
国
法
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
あ
る
。

法
典
継
受
以
後

l
lい
わ
ゆ
る
「
学
説
継
受
」
の
時
代

法の解釈と比較法

η

。
明
治
三

O
年
前
後
に
、
外
国
法
の
継
受
に
よ
り
、
わ
が
国
の
法
典
編
纂
は
一
応
完
了
し
、
以
後
は
制
定
法
、
と
く
に
法
典
が
法
源
の
中
心

と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
北
川
善
太
郎
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
学
説
継
受
」
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
よ
う
に
法
典
継

受
に
よ
り
立
法
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
法
典
施
行
後
は
母
法
国
の
学
説
が
影
響
を
与
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
明
治
中
期
の
法
典
編
纂

法
典
編
纂

後
は
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
学
説
が
と
も
に
影
響
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
ド
イ
ツ
法
学
だ
け
が
圧
倒
的
な
影
響
を
及
ぼ
し

に
対
し
て
は
、
前
半
は
フ
ラ
ン
ス
法
、
後
半
は
ド
イ
ツ
法
が
影
響
を
与
え
た
(
そ
の
典
型
例
は
民
法
典
編
纂
)
。

し
た
が
っ
て
、

北法31(3-4・I.3)935 



説

た
。
ま
さ
に
学
説
継
受
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
法
学
を
排
除
し
て
ド
イ
ツ
法
学
だ
け
が
輸
入
さ
れ
た
の
か
と
い
う
の

(
5
〉

ハ

6
V

一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
深
入
り
せ
ず
、
そ
の
実
例
を
北
川
教
授
の
研
究
に
依
拠
し
て
要
約
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

債
務
不
履
行
(
民
法
四
一
五
条
)

も

論

こ
の
規
定
は
旧
民
法
以
来
、
基
本
的
に
フ
ラ
ン
ス
式
で
あ
る
。
し
か
る
に
学
説
継
受
に
よ
り
、

履
行
遅
滞
、
履
行
不
能
、
不
完
全
履
行
と
い
う
三
分
体
系
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
が
判
例
に
も
影
響
を
与
え
た
。
も
っ
と
も
、
不
完
全
履
行
に

(a) 
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
は
な
や
か
に
議
論
さ
れ
た
わ
り
に
は
、
判
例
で
の
多
彩
な
発
展
は
見
ら
れ
な
い
。

ω
強
制
履
行
(
民
法
四
一
四
条
)
民
法
の
規
定
は
フ
ラ
ン
ス
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
(
と
く
に
七
三
四
条
)
は

ド
イ
ツ
式
で
あ
り
、
両
者
の
聞
に
矛
盾
が
存
し
た
。
こ
の
点
も
学
説
継
受
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
民
訴
理
論
の
影
響
下
に
解
決
さ
れ
た
。
判
例
は

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
式
解
決
を
採
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
今
回
の
民
事
執
行
法
の
制
定
に
よ
り
、
立
法
的

に
も
解
決
さ
れ
た
(
一
七
二
条
)
。

損
害
賠
償
の
範
囲
(
民
法
四
一
六
条
)

(
7〉

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
学
説
継
受
に
よ
り
ド
イ
ツ
の
相
当
因
果
関
係
説
が
採
用
さ
れ
、
判
例
に
も
影
響
を
与
え
た
。
も

(

8

V

 

っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
相
当
因
果
関
係
説
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
平
井
教
授
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(c) 

こ
の
規
定
の
ル

l
ツ
に
は
諸
説
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
|
|
V
イ
ギ
リ
ス
判
例
の
継
受
と

(d) 

解
除
の
効
果
(
民
法
五
四
五
条
)

こ
の
規
定
も
旧
民
法
は
フ
ラ
ン
ス
式
で
あ
っ
た
が
、
現
行
民
法
に
は
ド
イ
ツ
法
系
の
影
響
が
見

ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
学
説
継
受
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
っ
た
直
接
効
果
説
が
採
用
さ
れ
、
判
例
に
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
影
響
を
及
ぼ
し

た。
(巴)

取
庇
担
保
(
民
法
五
七

O
条
)

こ
の
規
定
は
旧
民
法
以
来
フ
ラ
ン
ス
式
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説
継
受
期
に
当
時
の
ド

イ
ツ
の
有
力
学
説
で
あ
る
法
定
責
任
説
が
通
説
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
判
例
は
種
類
物
に
つ
い
て
も
取
抗
担
保
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

い
わ
ゆ
る
特
定
物
ド
グ
マ
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

ド
イ
ツ
学
説
の
影
響
下
に
あ
る
、

北法31(3-4・1.4)936



以
上
の
例
か
ら
分
る
よ
う
に
、
民
法
典
施
行
後
の
わ
が
民
法
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
基
づ
く
規
定
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
法
流
の
理
論

構
成
を
行
な
い
、
そ
の
多
く
が
判
例
に
も
影
響
を
与
え
た
。
ま
さ
に
「
独
法
に
非
ず
ん
ば
人
に
非
ず
」
と
い
う
時
代
が
続
い
た
。

凋
斗
4

反

省

期

以
上
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
法
一
辺
倒
に
対
し
、
大
正
時
代
に
入
る
と
、
反
省
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
で
に
明
治
二

0
年
代
に
は
、

わ
が
国
の
法
学
教
育
は
、
日
本
人
の
手
に
よ
り
わ
が
国
の
実
定
法
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
大
正
期
に
入
る

と
、
外
国
法
の
講
義
も
日
本
人
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ハ
東
大
)
、
こ
こ
に
外
国
法
に
つ
い
て
の
比
較
法
的
自
覚
が
生
じ
た
(
と

く
に
杉
山
直
治
郎
)
。
他
方
に
お
い
て
、
実
定
法
学
者
の
な
か
で
も
転
回
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
代
表
者
は
末
弘
厳
太
郎
で
あ
る
。

彼
は
、

一
次
大
戦
勃
発
の
た
め
、
、
ド
イ
ツ
留
学
を
果
た
せ
ず
、
代
わ
り
に
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ケ
l
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
や
フ

ラ
ン
ス
の
自
由
法
学
に
心
を
奪
わ
れ
た
。
帰
国
後
判
例
民
法
研
究
会
を
組
織
し

じ
め
る
と
と
も
に
、
自
ら
『
物
権
法
(
上
巻
)
』
(
大
正
一

O
年
)
を
著
わ
し
、

ラ
ー
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
判
例
や
「
生
け
る
法
」
を
重
視
し
た
。
と
く
に
物
権
変
動
論
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
式
物
権
行
為
論
の
導
入
を
排

し
、
判
例
を
支
持
す
る
論
旨
を
展
開
さ
せ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

(
大
正
一

O
年)、

そ
の
な
か
で
従
来
の
わ
が
国
の
法
律
書
に
ロ
ー
カ
ル
・
カ

大
審
院
民
事
判
例
の
組
織
的
研
究
を
は

末
弘
の
問
題
提
起
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
後
の
わ
が
国
の
民
法
学
は
ド
イ
ツ
法
一
辺
倒
か
ら
徐
々
に
脱
却
し
、

英
米
法
も
視
野
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
わ
が
国
の
判
例
や
「
生
け
る
法
」

フ
ラ
ン
ス
法
や
、
さ
ら
に

へ
の
関
心
も
次
第
に
高
ま
っ
て
き
た
が
、
戦
前
に
お

法の解釈と比較法

し、

(5) て
は

の
占

で
は
不
十
分
で
あ
っ

fこ

第
二
次
大
戦
後

第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
法
の
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
影
響
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
点
は
、
英
米
法
の
影
響
で
あ
る
。
戦
前
の
英
米
法

研
究
は
、
実
定
法
の
解
釈
と
ほ
と
ん
ど
接
触
点
を
も
た
ず
、

「
光
栄
あ
る
孤
立
」
を
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
英
米
法
の
継
受
に
よ 第

北法31(3-4・1'5)937 



説

い
ま
や
英
米
法
の
継
受
の
行
な
わ
れ
た
領
域
(
憲
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
労
働
法
、
経
済
法
な
ど
)
で
は
、
英
米
法
は

り
様
相
は
一
変
す
る
。

実
定
法
の
解
釈
の
た
め
に
不
可
欠
と
芳
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
民
法
に
つ
い
て
は
、
家
族
法
の
改
正
に
は
英
米
法
の
影
響
は
乏

論

し
く
、
従
来
の
大
陸
法
的
体
系
を
堅
持
し
た
た
め
、
民
法
解
釈
に
対
す
る
英
米
法
の
貢
献
は
い
ぜ
ん
乏
し
か
っ
た
。
よ
う
や
く
最
近
に
な

り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
製
造
物
責
任
、
医
療
過
誤
の
よ
う
な
現
代
的
不
法
行
為
法
の
領
域
に
お
い
て
、
法
解
釈
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
法
の
影

響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
戦
後
に
お
い
て
も
英
米
法
の
継
受
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
領
域
、
と
く
に
民
訴
法
と
刑
法
に
お
い
て

は
、
近
時
に
い
た
る
ま
で
ド
イ
ツ
法
一
辺
倒
の
傾
向
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

他
方
、
戦
後
の
わ
が
実
定
法
学
の
著
し
い
現
象
と
し
て
、
法
令
・
判
例
・
学
説
の
激
増
に
伴
い
、
実
定
法
学
者
が
外
国
法
を
参
照
す
る
暇

が
な
く
な
り
、
ま
た
外
国
法
を
参
照
し
な
く
て
も
解
決
可
能
な
問
題
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
実
定
法
学
と
比
較

法
学
と
の
分
離
が
生
じ
、
法
の
解
釈
の
た
め
の
比
較
法
に
と
っ
て
は
危
機
を
迎
え
る
に
い
た
っ
た
。

(
1
〉
こ
の
目
的
の
た
め
、
一
八
六
九
年
フ
ラ
ン
ス
で
比
較
立
法
協
会

も
同
種
の
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。

(

2

)

こ
の
点
で
画
期
的
な
論
文
は
、

N
毛
色
白
02・閉山相
n
z
z
q色町一
nrロ
ロ
同
色
印
ロ
ロ

Z
R
g
z
z
g
G
B
g
H
H
Oロ
印
自
白
神
宮
内

F
河田『
o
Z
N
E
公
定
申
〉
w

町民・

で
あ
る
。

〈
3
)
わ
が
国
に
お
け
る
比
較
法
一
般
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之
「
日
本
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
と
現
状
」
法
協
八
九
巻
一

O
号
九

O
巻
一
号

(
一
九
七
二
|
七
三
年
)
、
西
賢
「
実
定
法
の
基
礎
理
論
|
比
較
法
学
」
(
野
田
良
之
・
碧
海
純
一
一
編
『
近
代
日
本
法
思
想
史
』
有
斐
閣
、
一
九
七
九

年
所
収
)
参
照
。

(

4

)

野
田
良
之
「
明
治
初
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
研
究
」
日
仏
法
学
一
号
五
七
頁
以
下
(
一
九
六
一
年
〉
、
伊
藤
正
己
編
『
外
国
法
と
日
本
法
』
(
岩

波
講
座
現
代
法
U
巻
一
九
六
六
年
)
一
一
六
九
頁
(
伊
藤
正
己
執
筆
)
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
は
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る

(
な
お
こ
の
問
題
は
判
決
文
の
ス
タ
イ
ル
に
も
関
係
し
て
い
る
。
野
田
・
前
掲
五
九
頁
注
ハ
四
)
参
照
〉
。

(

5

)

北
川
善
太
郎
『
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
〈
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
)
一
二
九
頁
以
下
、
野
田
良
之
「
R
木
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
と
現

(ωc-丘公恥

ι即
応
住
色
白
神
戸
O
ロ
n
o
s
u
m
F一円
bo)

が
、
ま
た
一
八
九
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
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状
」
法
協
八
九
巻
一

O
号
一
二
七
四
頁
以
下
(
一
九
七
二
年
〉
な
ど
参
照
。

(

6

)

北
川
・
前
掲
一
ニ

O
頁
以
下
。

(

7

)

北
川
・
前
掲
六
三
頁
以
下
の
ほ
か
、
平
井
宜
雄
『
損
害
賠
償
法
の
理
論
』

ハ
8
)
平
井
・
前
掲
三
頁
以
下
。

(
東
大
出
版
会
、
一
九
七
一
年
〉
一
四
六
頁
以
下
参
照
。

現

状

法
解
釈
学
と
比
較
法
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
発
展
は
、
欧
米
先
進
諸
国
(
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
、

外
国
の
場
合

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
〉
で

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
今
世
紀
に
入
っ
て
よ
う
や
く
、
比
較
法
学
者
の
努
力
に
よ
り
、
法
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
効
用
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
各
国
の
判
例
に
対
す
る
比
較
法
の
影
響
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
。

オ
パ
ン
(
〉
己

E
)
の
研
究
に
よ
る
と
、

ド
イ
ツ
で
は
一
九

O
九
年
よ
り
六
一
年
ま
で
の
聞
に
、
最
高
裁
判
所
判
例
中
コ
一

一
件
が
比
較
法
的
解
釈
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
時
代
に
よ
る
変
化
が
あ
り
、
川
第
一
期
(
一
九
一

O
l
二
四
年
〉
で
は
主
と
し
て
オ
ー
ス

ト
リ
ア
民
法
が
参
照
さ
れ
、
出
第
二
期
(
一
九
二

O
I二
八
年
)
で
は
、
私
法
だ
け
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
イ
ス
な
ど
多
数
の

(a) 

ド
イ
ツ

法の解釈と比較法

国
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
幽
第
三
期
(
一
九
五
一
|
六
一
年
)
に
入
る
と
、
私
法
に
か
ぎ
ら
ず
、
公
法
や
刑
法
に
も
及
び
、
ア
メ
リ
カ
法
も

参
照
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
く
に
ス
イ
ス
民
法
の
影
響
力
が
大
き
い
。
も
っ
と
も
、
最
近
は
比
較
法
的
解
釈
に
対
す
る
否
定
的
傾
向
が

〈

1
〉

見
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
。

(
2
V
 

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、
伝
統
的
に
比
較
法
的
解
釈
を
否
定
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
と
く
に
破
段
院
に
こ
の
傾
向
が
強

い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
破
段
院
の
判
決
文
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

(b) 

フ
ラ
ン
ス
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説

ス
イ
ス
の
判
例
に
対
す
る
比
較
法
の
影
響
は
、

ド
イ
ツ
よ
り
も
強
い
。
ウ
イ
テ
ル
へ

l
フ
ェ
ン

(CM込
町
長

8
4
3
)
の
研

(c) 

ス
J
'

ス

究
(
一
九
五
九
年
)
に
よ
る
と
、

論

一
九
三
四
年
よ
り
五
三
年
に
か
け
て
ス
イ
ス
連
邦
裁
判
所
が
民
法
典
と
債
務
法
典
の
解
釈
に
さ
い
し
比
較

法
に
言
及
し
た
判
例
と
し
て
、
九
三
件
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
た
だ
し
若
干
の
重
複
が
あ
折
山
。
参
照
さ
れ
た
の
は
、
歴
史
的
理
由
に
よ
り
、

主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
各
民
法
典
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
判
例
に
対
す
る
外
国
法
、
と
く
に
大
陸
法
の
影
響
は
、

ハ
4
〉

文
献
を
引
用
す
る
判
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

(d) 

イ
ギ
リ
ス

一
般
的
に
は
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
大
陸
法
の

と
こ
ろ
で
、
各
国
の
判
例
に
対
す
る
比
較
法
の
影
響
度
を
比
較
す
る
前
提
と
し
て
、
各
国
の
裁
判
所
、
と
く
に
最
高
裁
判
所
の
判
決
文
の

ス
タ
イ
ル
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
。
ケ
ッ
ツ
(
町
内
去
る
の
興
味
深
い
研
究
に
よ
る
と
、
各
国
の
最
高
裁
判
決
文
に
は
一
定
の
伝
統
的
な
ス
タ

イ
ル
が
あ
る
と
さ
れ
訂
ω

一
番
極
端
な
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
破
段
院
判
決
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
き
わ
め
て
簡
潔
か
つ
形
式
的
に
判
決
理
由
が
述

ハ
6
)

べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
裁
判
官
が
な
し
た
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
実
質
的
判
断
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
比
較
法
が
裁
判
官
に

影
響
を
与
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
英
米
諸
国
の
判
例
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
裁
判
官
各
自
が
多
く
の
先
例
を
引
用
し
な
が
ら
自
己
の
実
質
的
判
断
を
示
し
、
き
わ
め
て
個
性
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

は
比
較
法
の
影
響
の
有
無
も
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
英
米
の
中
聞
を
行
く
の
が
ド
イ
ツ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
か
な
り
詳
細
な
先

例
・
学
説
と
の
対
応
が
見
ら
れ
る
が
、
英
米
と
ち
が
い
個
性
に
乏
し
い
。

よ
り
簡
単
で
あ
り
、
学
説
の
引
用
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

日
本
の
場
合
は
、
比
較
的
ド
イ
ツ
に
近
い
が
、
先
例
と
の
対
応
が

(2) 

わ
が
国
の
場
合

わ
が
国
の
場
合
、
比
較
法
が
学
説
に
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
判
例
に
対
す
る
影
響
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
一
つ
に
は
前
述
し
た
判
決
文
の
ス
タ
イ
ル
に
問
題
が
あ
り
、
わ
が
国
で
は
、
当
事
者
の
準
備
書
面
の
な
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か
で
比
較
法
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
判
決
理
由
の
な
か
で
比
較
法
に
触
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、

う
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ほ
ぼ
以
下
の
よ

制
や
は
り
わ
が
国
で
は
比
較
法
の
影
響
を
う
け
た
判
例
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
。
学
説
継
受
の
と
こ
ろ
で
言
及
し
た
不
完
全
履
行
論

や
解
除
の
直
接
効
果
説
の
ほ
か
、
権
刺
濫
用
、
契
約
締
結
上
の
過
失
、
履
行
補
助
者
の
過
失
、
債
務
引
受
、
事
情
変
更
の
原
則
の
よ
う
に
民

円

7
〉

法
に
明
文
の
現
定
を
欠
く
制
度
が
、
比
較
法
、
と
く
に
ド
イ
ツ
法
の
影
響
の
下
に
判
例
で
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る

権
利
侵
害
論
よ
り
違
法
性
論
へ
の
発
展
に
つ
い
て
も
、
比
較
法
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
抗
凶
最
近
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
製
造
物
責
任

の
よ
う
な
新
た
な
不
法
行
為
の
発
展
に
さ
い
し
、
比
較
法
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
。

だ
が
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
比
較
法
が
わ
が
国
の
判
例
に
与
え
た
影
響
を
過
大
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
継
受

)
 

L
U
 

(
 

が
学
説
段
階
で
打
ち
切
ら
れ
、
判
例
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
式
物
権
行
為
の
独
自
性
理
論
は
一
時
期

学
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
判
例
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
し
、
前
述
の
暇
庇
担
保
に
つ
い
て
の
特
定
物
ド
グ
マ
も
判
例
に
よ
り
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
。

法の解釈と比較法

判
例
に
影
響
を
与
え
た
場
合
で
も
、
母
法
国
(
ド
イ
ツ
)
に
く
ら
べ
る
と
判
例
の
数
は
少
な
く
、
ま
た
結
論
を
左
右
し
な
か
っ
た
例

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
学
説
上
つ
と
に
継
受
さ
れ
た
契
約
締
結
上
の
過
失
理
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
認
め
た
最
上
級
審
判
決
は
こ
れ
ま
で
存

ハ同一
v

せ
ず
、
近
時
よ
う
や
く
下
級
審
判
例
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
段
階
で
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
の
最
高
裁
は
昭
和
三

O
年
以
来
失
効
の
原

〈

uv

則
を
承
認
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
一
般
論
と
し
て
で
あ
り
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
そ
の
適
用
を
拒
否
し
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
事

(ロ)

情
変
更
の
原
則
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

(c) 

と
き
に
は
、
制
度
の
名
前
だ
け
継
受
し
た
が
、
実
質
は
母
法
と
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
し
た
相
当
因
果
関
係
説
が

(
臼
〉

そ
の
例
で
あ
る
(
な
お
相
当
因
果
関
係
説
の
代
わ
り
に
提
唱
さ
れ
た
保
護
範
囲
説
も
比
較
法
の
所
産
で
あ
る
)
。

(d) 
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説

他
方
、
わ
が
判
例
が
比
較
法
的
に
独
自
の
発
展
を
み
せ
た
例
も
多
い
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
生
命
侵
害
の
場
合
の

損
害
賠
償
の
算
定
方
法
(
死
者
の
逸
失
利
益
の
算
定
、
慰
謝
料
請
求
権
の
相
続
性
な
ど
)
や
、
債
権
者
代
位
権
の
拡
大
転
用
な
ど
が
、
そ
の

(e) 

論

代
表
的
事
例
で
あ
る
。

最
近
は
外
国
(
と
く
に
ド
イ
ツ
)
の
法
制
度
に
つ
い
て
、
す
で
に
学
説
の
段
階
で
容
易
に
導
入
し
な
く
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
第
二

次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の
代
表
的
民
法
理
論
で
あ
る
行
為
基
礎
論
や
事
実
的
契
約
関
係
論
に
つ
い
て
の
わ
が
学
説
の
対
応
に
、
そ
の
傾
向
が

看
取
さ
れ
る
。

制

以
上
、
比
較
法
の
判
例
へ
の
影
響
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
事
例
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
そ
の
影
響
度
を
量
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

一
つ
に
は
、
わ
が
国
の
裁
判
所
、
と
く
に
最
高
裁
の
判
決
文
の
ス
タ
イ
ル
に
問
題
が
存
す
る
こ
と
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

一
つ
の
方
法
と
し
て
、
最
高
裁
調
査
官
の
書
い
た
判
例
解
説
に
お
け
る
外
国
法
の
条
文
や
文
献
の
引
用
頻
度
を
調
べ
る
こ
と
に
し

『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
・
民
事
編
』
の
初
年
度
昭
和
二
九
年
度
の
解
説
は
か
ん
た
ん
で
外
国
文
献
の
引
用
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

昭
和
三

0
年
度
で
は
、
外
国
文
献
(
全
部
ド
イ
ツ
)
の
引
用
は
一

O
件
以
上
見
ら
れ
る
(
民
法
は
四
件
ほ
ど
〉
。
と
こ
ろ
が
昭
和
四

0
年
度

に
な
る
と
、
外
国
文
献
の
引
用
は
民
訴
に
数
件
見
ら
れ
る
程
度
で
、
民
法
に
つ
い
て
は
皆
無
で
あ
る
。
下
っ
て
、
法
曹
時
報
の
昭
和
五
三
年

ょ
う
。

度
の
解
説
を
み
る
と
、
民
法
に
関
す
る
こ
六
件
の
う
ち
、
外
国
法
の
条
文
を
引
用
す
る
も
の
わ
ず
か
三
件
の
み
、
し
か
も
念
の
た
め
と
い
う

程
度
に
す
ぎ
な
い
。
比
較
法
の
影
響
を
う
け
た
学
説
の
引
用
も
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
事
実
だ
け
か
ら
推
論
す
る
こ
と
の
不
十
分
さ
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
最
近
の
最
高
裁
の
民
事
判
例
に
対
す
る
比
較
法
の
影
響
度

(
叫
山
)

の
乏
し
さ
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
推
測
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
昭
和
三

0
年
代
に

入
る
と
、
わ
が
国
の
学
説
・
判
例
が
次
第
に
豊
富
に
な
り
、
外
国
文
献
を
参
照
す
る
必
要
性
が
減
少
し
た
と
い
う
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
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法の解釈と比較法

(

1

)

〉
己
『
5
・
0
5
円
onr仲田
4
0
G
F日nroロ
品
。
目
ロ
件
。
弓
B
S神戸
Oロ
但
EHOロ
D自
目
吉
伸
。
吋
口
和
ロ
月
四
口
r
g
広
島
2
a
g
z
n
r
o口
同
Nonrz司『
onrEHMm-
河内
w
r
o
Z
N

ωAF
〈
斗
「
由

4
0
y
九「明日
W

内
内
・

(
2
)
玄
R
q
-
F
A
W印
阻
害
O円
陣
白
仏
国
門
町
o
x
g
s
E広
田
巴
色
町
。
昆
円
H
i
-
-
E
一円、
-
4
0
円山口

noロ
円
自
国
民
『
白
色
O
E
ω
D
n広
広
【
目
。
-
北
区
白
色
O口
口
O
B唱曲『品目・

件
戸
司
陣
門
戸
白
・
呂
田
由
w
-
Y
H
c
h
(
閏
村
耀
郎
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
比
較
法
」
島
大
法
学
二
三
巻
二
号
一
一
ニ
頁
参
照
)
・
し
か
し
、
被
援
院
判
事
ロ
ラ
ン
に

よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
す
で
に
古
法
時
代
か
ら
多
く
の
司
法
官
は
外
国
法
に
関
心
を
示
し
て
お
り
(
モ
ン
テ
l
ニ
ュ
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
見
よ
)
、

裁
判
官
の
裁
量
の
余
地
の
拡
大
し
た
今
日
で
は
、
ま
す
ま
す
比
較
法
の
必
要
性
が
増
大
し
た
と
さ
れ
る
。

HNo--g門戸

F
釦
自
由
m
E
S
E
E
P
E
m巳曲。

【F
E
E
-
o
号
O
X
8
5司
常
少
宮
一

B
E
M
O
E
4
3・
司
・
∞
位
。
骨

ω
・
現
に
フ
ラ
ン
ス
の
指
導
的
比
較
法
学
者
云
R
n
〉
ロ
円
相
-
も
破
毅
院
判
事
で
あ

っ
た
こ
と
が
想
起
に
値
す
る
。

(
3
)
d
u『

H
2
r
o白
4
2
y
閉山山口
}HHO
ユ-
n
r
n
m
o円
宮
曲
目
ロ
品
口
口
問
ロ
ロ
門
田
河
内
wnr神田
42m-o門口開
Hロ
ロ
伊
∞
O円同
f
H由日
myω
・宏氏・

(
4
)
た
ま
た
ま
知
り
え
た
例
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ス
ト
レ
イ
シ
ョ
ン
法
理
を
は
じ
め
て
認
め
た
吋
a
-
2
4・
の
田
広
場
。
ロ

Q
8
3
ω
N
H
F
』・

(
C・回

)
Z
A
F

に
お
い
て
、
恩
師
nrr口
百
判
事
は
ロ
!
?
法
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
や
フ
ラ
ン
ス
の

H
U
2
E
R
を
引
用
し
て
お
り
(
白
仲
間

Y
5
8、
ま
た
フ
ラ
ス
ト
レ
イ
シ
ョ

ン
の
効
果
に
つ
い
て
先
例
を
変
更
し
た
百
r
s
g
事
件
(
口
宏
己
〉
・
の

ωど
で
は
、
二
一
人
の
裁
判
官
が
大
陸
法
(
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
〉
を
引

用
し
て
い
る
(
と
く
に
冨

R
自
己

-B
卿
は
司
ロ
『

g
e止
ま
で
引
用
し
て
い
る
。
同
仲
間
Y

印
∞
)
。
な
お
本
件
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
清
「
プ
ラ
ス
ト
レ

イ
シ
ョ
ン
と
不
当
利
得
」
英
米
判
例
百
選

E
私
法
八
四
頁
参
照
。

(
5
)
同内
C
H
F
C『開門門同和ロ

ω
E
E
n
Z
E口
Z
O
ユ-nrR
何回忌白
nr色
合
口
一
向
。
P
穴
O口
田
宮
口
N
-
H也吋
ω・
な
お
ケ
ッ
ツ
は
一
九
八

O
年
に
来
日
し
た
さ
い
各
地
で

こ
の
テ
!
?
に
つ
い
て
講
演
を
行
な
い
、
近
く
邦
訳
も
出
る
予
定
で
あ
る
。

(

6

)

近
時
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
式
判
決
文
の
ス
タ
イ
ル
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
内
部
か
ら
批
判
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
斗
O
己
同
町
田
洋
丘
、
吋
ロ
E
P

同uOE『
ロ
ロ
0
5
0昨日ぐ白骨芯ロ

Z
E印
忠
告
白
口
広
刊
仏
g
伝
口
在
Oロ
由
《
凶
刊
吉
田
巴
n
p
ロ
C
E
5
5恒
三
円
目
。
口
。
口
町
田
品
。
}
由
。
。
ロ
円
品
目
。
白
血
印
詳
-opHNna〈
・
可
-s-

仏・同町・

n
E
-
5
4酔
w

色
吋
・
参
照
。

(

7

)

こ
れ
ら
の
制
度
の
う
ち
、
権
利
濫
用
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
民
法
典
と
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説
の
影
響
が
強
く
(
末
川
博
『
権
利
侵
害

と
権
利
濫
用
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
七

O
年
〉
参
照
)
、
事
情
変
更
の
原
則
は
鴨
脚
本
正
晃
博
士
の
比
較
法
的
研
究
の
成
果
と
評
し
う
る
(
五
十
嵐
清
『
契

約
と
事
情
変
更
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
)
一
四
七
頁
以
下
参
照
)
。
他
は
主
と
し
て
ド
イ
ツ
民
法
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

8

)

末
川
博
『
権
利
侵
害
論
』
(
前
掲
書
所
収
〉
参
照
。
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(

9

)

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
つ
い
て
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
堀
部
政
男
『
現
代
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』

頁
以
下
。

(

m

)

福
岡
高
判
昭
和
四
七
年
一
月
一
七
日
判
時
六
七
一
号
四
九
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
一
月
二
五
日
判
時
七
四
六
号
五
二
一
貝
、
同
昭
和
五
三
年
五
月

二
九
日
判
時
九
二
五
号
八
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
四
年
一
一
月
七
日
判
時
九
五
一
号
五

O
頁
な
ど
。
な
お
学
説
に
つ
い
て
は
、
北
川
善
太
郎
『
契
約

責
任
の
研
究
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
〉
一
九
四
頁
以
下
、
同
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
(
『
契
約
法
大
系

I
』
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
所
収
〉
参

照。

(
日
〉
最
判
昭
和
一
一
一

O
年
一
一
月
ニ
二
日
民
集
九
巻
二
一
号
一
七
八
一
官
良
、
同
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
四
日
民
集
一
五
巻
一

O
号
二
五
三
六
頁
、
同
昭
和
四

。
年
四
月
六
日
判
時
四
一
二
号
四
五
頁
参
照
。
な
お
失
効
の
原
則
は
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
理
論
で
あ
り
、
成
宮
信
夫
『
権
利
の

自
壌
に
よ
る
失
効
の
原
則
』
(
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
)
に
よ
り
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
五
十
嵐
『
契
約
と
事
情
変
更
』
(
前
掲
〉
一
四
九
頁
以
下
参
照
。

(
臼
〉
平
井
・
前
掲
官
官
参
照
。
な
お
平
井
説
は
大
隅
裁
判
官
の
少
数
意
見
に
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
判
昭
和
四
八
年
六
月
七
日
民
集
ニ
七
巻

六
号
六
八
一
一
良
お
よ
び
最
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
五
日
民
集
二
八
巻
三
号
四
四
七
頁
参
照
。

ハ
U
〉
慰
謝
料
請
求
権
の
相
続
性
に
関
す
る
比
較
法
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
好
美
清
光
「
生
命
侵
害
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
そ
の
相
続
性
に
つ
い
て
」
(
回

中
誠
二
古
稀
記
念
『
現
代
商
法
学
の
諮
問
題
』
千
倉
害
一
房
一
、
一
九
六
七
年
所
収
)
参
照
。

(
日
)
行
為
基
礎
論
に
つ
い
て
一
般
的
に
は
、
五
十
嵐
『
契
約
と
事
情
変
更
』
(
前
掲
)
八
八
頁
以
下
、
と
く
に
わ
が
国
へ
の
導
入
の
可
否
に
つ
い
て
は
、

同
「
事
情
変
更
の
原
則
と
行
為
基
礎
論
」
民
法
の
争
点
二
三

O
頁
参
照
。
事
実
的
契
約
関
係
論
に
つ
い
て
は
、
神
田
博
司
「
事
実
的
契
約
関
係
と
行
為

能
力
」
民
法
の
争
点
一
一
一
頁
な
ど
参
照
。
こ
の
理
論
は
、
わ
が
学
説
に
若
干
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。

(
日
)
最
高
裁
は
昭
和
四

0
年
代
に
数
多
く
の
創
造
的
民
事
判
例
を
生
み
出
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
比
較
法
の
直
接
的
影
響
と
思
わ
れ
る
の
は
、
法
人
格
否

認
法
理
(
最
判
昭
和
四
四
年
二
月
二
七
日
民
集
二
三
巻
二
号
五
一
一
頁
)
だ
け
で
あ
る
。
五
十
嵐
「
判
例
、
立
法
と
民
事
裁
判

l
1再
論
L

判
タ
四

O

O
号
(
一
九
八

O
年
)
参
照
。

(
岩
波
新
書
、
一
九
八

O
年
〉
一

O
七

論

北法31(3-4・1'12)944 



四

題

点

問

(1) 

比
較
法
的
解
釈
の
可
能
性
と
そ
の
限
界

ま
ず
国
内
法
の
解
釈
に
さ
い
し
比
較
法
的
解
釈
は
可
能
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
各
国
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
法
体
系
を
有
し

て
い
る
の
で
、
法
の
解
釈
に
比
較
法
の
割
り
込
む
余
地
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
一
応
芳
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
制
定
法
な
り
判
例
法
な
り

が
一
義
的
で
、
事
案
が
そ
の
ま
ま
包
摂
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
比
較
法
が
芳
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
、
法
の

解
釈
自
体
が
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
制
定
法
や
判
例
法
が
一
義
的
で
な
く
、
と
く
に
法
の
欠
依
の
あ
る

場
合
に
は
、
法
の
解
釈
に
さ
い
し
比
較
法
の
割
り
込
む
余
地
が
十
分
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
国
内
法
の
体
系

や
目
的
を
考
慮
し
て
解
釈
が
な
さ
れ
る
が
、
法
の
体
系
や
目
的
の
わ
く
は
流
動
的
で
あ
り
、
究
極
的
に
解
釈
者
の
価
値
判
断
に
依
存
す
る
度

(
1〉

合
い
が
強
い
。
そ
こ
に
比
較
法
的
解
釈
の
入
り
込
む
余
地
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

法の解釈と比較法

し
か
し
、
比
較
法
的
解
釈
に
は
限
界
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
比
較
法
的
解
釈
の
可
能
性
を
広
く
認
め
る
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト

ハ
N
さ
巴
常
三
)
も
、
い
か
に
外
国
の
解
決
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
制
定
法
の
明
文
の
規
定
に
反
す
る
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
ほ

か
、
債
権
行
為
と
物
権
行
為
の
峻
別
と
い
う
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
の
構
成
的
基
本
構
造

(
r
g
a
E
E
2
0
2ロ
含
己

g
B
B
E
r
g
m
m
)

〈

2
V

に
関
す
る
制
度
は
、
そ
れ
が
比
較
法
的
に
支
持
さ
れ
な
く
て
も
、
解
釈
に
よ
り
否
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
も
基

(
3〉

本
的
に
は
こ
の
見
解
を
支
持
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
解
釈
の
わ
く
と
同
様
、
こ
の
わ
く
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

(2) 

比
較
法
的
解
釈
に
親
し
む
領
域
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す
べ
て
の
法
領
域
が
比
較
法
的
解
釈
に
親
し
む
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
民
法
に
視
野
を
限
っ
て
も
、
分
野
に
よ
る
差
異
は
大
き
い
。
最
も

自命

比
較
法
的
解
釈
が
活
用
さ
れ
る
の
は
、
取
引
法
の
分
野
で
あ
る
(
不
法
行
為
法
を
含
む
)
。
こ
の
分
野
で
は
、
国
際
的
な
統
一
が
芳
え
ら
れ

る
の
で
、
比
較
法
的
解
釈
は
そ
の
た
め
の
準
備
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
物
権
法
や
家
族
法
・
相
続
法
の
よ
う
に
伝
統
的
要
素
の
強
い
領
域

は
、
比
較
法
的
解
釈
に
親
し
ま
な
い
。
こ
の
領
域
は
、
も
と
も
と
比
較
法
一
般
に
親
し
ま
な
い
と
い
わ
れ
た
の
だ
が
、
最
近
は
他
の
目
的

(
と
く
に
立
法
目
的
〉
の
た
め
に
比
較
法
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
今
日
で
は
、
法
の
解
釈
に
と
っ
て
も
、
無
縁
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
有
責
配
偶
者
の
離
婚
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
近
時
の
積
極
説
は
比
較
法
的
動
向
を
ふ

(
5〉

ま
え
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

〈

6
V

な
お
民
法
以
外
の
領
域
で
は
、
と
く
に
国
際
私
法
に
つ
い
て
比
較
法
的
解
釈
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
今
後
多
く
な

る
で
あ
ろ
う
統
一
法
に
つ
い
て
、
比
較
法
的
解
釈
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

比
較
法
の
対
象

qa 
法
の
解
釈
に
と
っ
て
、
ど
の
国
を
比
較
の
対
象
と
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
解
答
は
、
そ
の
た
め
に
も
っ
と
も
適
当
な

国
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

8

)

 

ま
ず
、
わ
が
民
法
典
の
よ
う
に
母
法
が
あ
る
場
合
に
は
、
母
法
と
比
較
す
る
の
が
一
番
自
然
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
法
と
ド

イ
ツ
法
が
第
一
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

わ
が
民
法
典
は
旧
民
法
以
来
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
ま
ず
当

(
9
)
 

該
制
度
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
規
定
さ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
つ
ぎ
に
旧
民
法
は
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
判

例
・
学
説
を
ふ
ま
え
て
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
に
よ
り
起
草
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
そ
の
背
景
も
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

〈
叫
山
)

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
た
制
度
に
つ
い
て
は
、
同
様
に
ド
イ
ツ
民
法
典
第
一
草
案
の
立
法
理
由
が
問
題
と
な
る
。

さ
ら
に
現
在
に
お
け
る
解
釈
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
、
当
該
制
度
が
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど

北法31(3-4・1.14)946 



ハロ)

り
、
現
在
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
か
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
は
、
母
法
が
あ
る
場
合
に
、
主
と
し
て
そ
の
立
法
者
意
思
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
に
お
け
る

法
の
解
釈
に
さ
い
し
て
は
立
法
者
意
思
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
母
法
だ
け
が
独
占
的
地
位
を
占
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
母
法
の
存

し
な
い
規
定
に
つ
い
て
は
、
よ
り
)
般
的
な
芳
察
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
さ
い
、
原
則
的
に
は
、
法
系
を
同
じ
く
す
る
国
を
選
ぶ
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
わ
が
国
は
一
応
大
陸
法
系
に
属
す
る
の
で
、
こ
の
点
で
も
フ
ラ
ン
ス
法
と
ド
イ
ツ
法
は
比
較
の
対
象
と
し
て
の
適
格
性
が
強

ス
イ
ス
民
法
の
利
用
度
が
高
い
。
さ
ら
に
今
日
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
法
の
統
合
が
す
す
ん
で
い
る
の
で
、
そ

ぃ
。
そ
の
ほ
か
で
は
、

の
動
向
も
無
視
し
て
は
い
け
な
い
。

し
か
し
、
今
日
の
比
較
法
は
、
異
法
系
の
聞
の
比
較
の
方
が
か
え
っ
て
刺
戟
的
で
あ
る
と
し
て
、
解
釈
の
た
め
の
比
較
に
さ
い
し
て
も
、

法
系
を
問
わ
な
い
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
大
陸
法
の
側
か
ら
英
米
法
を
比
較
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
一
般
化
さ
れ
て
き

た
ハ
と
く
に
西
ド
イ
ツ
可
わ
が
国
の
場
合
は
、
前
述
の
よ
う
に
第
二
次
大
戦
後
、
英
米
法
の
部
分
的
継
受
が
な
さ
れ
た
た
め
、

て
英
米
法
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
法
は
、
現
代
資
本
主
義
の
最
先
端
を
行
く
も
の
と
し
て
、
民
法
解
釈
学
に
と
っ

全
体
と
し

て
も
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
(
と
く
に
、
前
述
の
よ
う
に
現
代
不
法
行
為
法
の
分
野
が
そ
う
で
あ
る
)
。

比
較
法
の
対
象
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、

一
国
だ
け
で
よ
い
か
、
数
カ
国
を
必
要
と
す
る
か
(
と
く
に
代
表
的
法
系
を
も
う
ら
す
べ
き
で
は

法の解釈と比較法

な
い
か
)
、
世
界
中
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
法
解
釈
の
た
め
の
比
較
法
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
世
界
中
を
視

野
に
入
れ
る
必
要
は
な
く
、
法
学
先
進
諸
国
(
つ
ま
り
欧
米
先
進
諸
国
〉
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
の
中
で
単
数
が
よ
い
か
複

数
が
よ
い
か
は
、
一
長
一
短
あ
り
、
ま
た
テ
l
マ
に
も
よ
る
。
し
か
し
、
最
近
は
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
国
を
比
較
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ

れ
、
か
つ
実
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
が
、
よ
り
客
観
的
な
結
論
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
個
人
の
能
力
に
は
限
界
が
あ

り
、
世
界
的
な
規
模
で
の
チ
l
ム
・
ワ
l
ク
が
必
要
と
な
る
が
、
現
在
刊
行
中
の
『
比
較
法
国
際
事
典

Q
ロ
芯
『

S
E
c
s
-
肘
宮
古
一
。
胃
円
四
3
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説

え
の
0
5百円三一
4
m
F
国
語
)
』
が
そ
の
成
果
で
あ
る
。

比
較
法
的
傾
向
の
存
在

(4) 

論

二
O
世
紀
初
頭
の
比
較
法
学
者
の
目
標
は
法
の
国
際
的
統
一
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
夢
が
挫
折
し
た
後
は
、
よ
り
実
証
的
な
べ

l
ス
で
比
較

法
に
よ
る
法
の
統
一
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
異
法
系
聞
に
機
能
的
比
較
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
国

(ロ〉

の
聞
に
制
度
の
相
違
を
こ
え
た
「
共
通
の
核
心

(
8
5
5
0ロ
8
5ど
の
存
在
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
、
少
な
く
と
も
先
進
工
業
国
の
聞
で
は
、
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
一
定
の
比
較
法
的
傾
向
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
可

(
日
)

能
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
(
異
論
を
免
れ
な
い
が
)
暇
庇
担
保
責
任
の
債
務
不
履
行
責
任
へ
の
吸
収
と
か
、
自
動
車
事
故
に
よ
る
賠
償
責
任

(
M
)
 

の
災
害
保
険
化
へ
の
傾
向
な
ど
を
、
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

も
っ
と
も
、
比
較
法
的
傾
向
に
つ
い
て
は
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
う
る
か
、
そ
れ
も
一
種
の
自
然
法
で
は
な
い
か
が
問
題

と
な
る
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
比
較
法
的
傾
向
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
従
っ
て
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
後
述
)
。

(5) 

文
化
の
相
違

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
「
共
通
の
核
心
」
と
か
「
比
較
法
的
傾
向
」
と
か
は
、
主
と
し
て
欧
米
先
進
諸
国
を
比
較
の
対
象
と
し
て
得
ら

ハ

mv

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
西
欧
諸
国
と
わ
が
国
の
聞
に
法
文
化
の
点
で
大
き
な
相
違
の
存
す
る
こ
と
は
、
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。

従
来
の
わ
が
国
の
比
較
法
は
、
こ
の
点
を
無
視
ま
た
は
軽
視
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た

(
叩
山
)

が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
比
較
法
学
へ
の
批
判
に
は
、
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
法
の
解
釈
に
対
す
る
比
較
法

(
と
く
に
ド
イ
ツ
法
学
説
の
継
受
が
そ
の
例
〉
。

と
思
わ
れ
る
。
法
に
対
す
る
文
化
の
影
響
度
も
一
律
で
は
な
く
、
文
化
の
相
違
を
捨
象
し

う
る
場
合
も
多
い
。
と
く
に
先
進
工
業
国
と
し
て
わ
が
国
が
直
面
し
て
い
る
多
く
の
問
題
(
交
通
事
故
、
公
害
、
医
療
過
誤
、
製
造
物
責

の
効
用
を
全
く
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
、
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任
、
消
費
者
保
護
な
ど
)
に
つ
い
て
は
、
文
化
の
相
違
は
二
次
的
で
あ
り
、
法
解
釈
の
上
で
も
、
外
国
法
に
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
。
法
解
釈

の
目
的
に
と
ら
わ
れ
な
い
本
格
的
な
比
較
法
的
研
究
の
必
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
不
十
分
な
現
状
で
は
、
限
界
を
意
識
し
つ

つ
比
較
法
的
解
釈
を
行
な
う
こ
と
は
、
実
用
法
学
と
し
て
の
法
解
釈
学
の
性
質
上
、
許
さ
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
わ
が
国
は
西
欧
諸
国
と
は
異
な
る
文
化
圏
に
あ
る
が
、
他
方
、
南
北
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
明
ら
か
に
北
側
に
属
す
る
。
上
述

し
た
比
較
法
的
傾
向
の
若
干
の
も
の
は
先
進
国
の
共
通
の
利
益
に
合
致
す
る
が
、
開
発
途
上
国
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
多

ぃ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
開
発
途
上
国
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。

法の解釈と比較法

(

1

)

ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
、
法
の
欠
紋
の
場
合
に
、
「
裁
判
官
は
自
ら
立
法
者
と
し
て
定
立
す
べ
き
準
則
に
従
っ
て
、
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
ス

イ
ス
民
法
一
条
の
規
定
か
ら
、
比
較
法
的
解
釈
の
可
能
性
を
導
き
出
し
て
い
る
o

N当
色
唱
3
・白・同・

0
・・

ω・
由
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
・
ケ
ッ
ツ
『
比
較

法
概
論
原
論
上
』
(
大
木
雅
夫
訳
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
四
年
〉
二
六
頁
参
照
。

(
2
〉
N
唱曲目
mo円仲畑白-胆・

0
・・

m
-
H
D同町・

(

3

)

な
お
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
一
九
六
九
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
な
か
で
、
比
較
法
の
機
能
的
、
反
ド
グ
マ
的
方
法
を
強
調
し
た
。

Nd司刊一宮町
F
m
2
r
g
-

ぐ

o
a
r
-
n
rロロ
m-ω
百件。
g
ロロ仏

U
o
m
g
g
F
g
一Hdw凹仲田
nr門戸内件同位同国公江口}岡田
F
Z
B
-
ω
-
E
ω
同
町
こ
れ
に
対
し
、
デ
レ
は
そ
の
行
き
す
ぎ
を
批

判
し
、
ド
グ
マ
テ
ィ
l
ク
と
比
較
法
の
協
調
を
説
い
て
い
る
。

u
u
-
r
-
H
N
o
n
z
a
o
m
B
S
F
E
D
-仏
H
N
R
Z
2
2
m
r
r
r
Eロ
m-
河白
r
o
Z
N
ω
串

(
H
S
O〉
・
会
ω

内
向
・
(
紹
介
、
大
木
雅
夫
・
比
較
法
研
究
三
三
号
一
四
八
頁
)

(
4
)
Nと
g
u
F
U
-
o
河骨
Nn司
巴

Dロ『吋
O
B
L
O門
河
白
ロ
古
田
区
ロ
門
同
門
回
目
。
河
mwnrgJ『
R
m
-
a
n
Fロロ
m-
〉
nH》
同
町
田
〈
回
申
印
3
・
ωコロ・

(

5

)

か
ん
た
ん
な
が
ら
、
五
十
嵐
「
家
族
問
題
と
家
族
法
の
将
来
」
『
家
族
法
の
理
論
と
実
務
』
ハ
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ

B
号
)
四
一
頁
以
下
参
照
。

(

6

)

五
十
嵐
『
比
較
法
人
門
』
(
日
本
評
論
社
、
改
訂
版
一
九
七
三
年
)
七
頁
参
照
。

(

7

)

こ
の
点
は
残
念
な
が
ら
わ
が
国
の
実
務
家
に
十
分
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
た
と
え
ば
、
国
際
航
空
運
送
に
つ
い
て
の
ワ
ル
ソ
l
条
約

二
五
条
に
お
け
る
「
故
意
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
過
失
」
の
解
釈
を
問
題
と
し
た
最
判
昭
和
五
一
年
三
月
一
九
日
民
集
三

O
巻
二
号
一
二
八
頁

は
、
こ
れ
を
「
我
が
国
の
法
律
上
『
重
大
な
過
失
』
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
は
此
較
法
を
無
視
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し
た
と
し
て
批
判
す
る
学
説
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
野
上
鉄
夫
・
判
評
二
一
一
(
判
時
八
一
九
)
号
一
四
六
頁
参
照
。
な
お
統
一
法
の
解
釈
と
比
較
法

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
木
雅
夫
「
統
一
法
の
解
釈
と
比
較
法
的
解
釈
方
法
」
立
教
法
学
一
号
(
一
九
六

O
年
V

参
照
。

(

8

)

母
法
と
の
比
絞
に
つ
い
て
は
、
星
野
英
一
「
民
法
学
習
の
入
門
」
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
所
報
コ
一

O
号
五
五
頁
以
下
が
参
照
に
値
す
る
。

(

9

)

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
物
権
変
動
論
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較
を
行
な
っ
た
近
時
の
代
表
的
業
績
と
し
て
、
滝
沢
幸
代
「
物
権
変
動
に
お

け
る
意
思
主
義
・
対
抗
要
件
主
義
の
継
受
」
法
協
九
三
巻
九
号
(
一
九
七
六
年
)
以
下
参
照
。
と
く
に
法
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
意
義
に
つ
い
て
、

九
四
巻
四
号
五
四
二
頁
以
下
、
七
号
一

O
六
四
頁
以
下
、
お
よ
び
同
「
民
法
解
釈
に
お
け
る
理
論
」
成
城
法
学
一
号
(
一
九
七
八
年
)
参
照
。

(
m
u

こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
附
合
法
を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、
瀬
川
信
久
「
不
動
産
附
合
法
の
一
考
察
」
法
協
九
四
巻
一
二
号
一

七
七
八
頁
以
下
(
一
九
七
七
年
)
参
照
。

(
日
)
前
記
瀬
川
論
文
は
、
わ
が
国
の
通
説
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
ド
イ
ツ
法
の
附
合
理
論
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
一
九
二

0
年
代
ま
で
を
検

討
し
て
い
る
。
瀬
川
・
前
掲
、
法
協
九
五
巻
二
号
二
七

O
頁
以
下
参
照
。

(
ロ
)
代
表
的
業
績
と
し
て
、
契
約
の
成
立
に
つ
い
て
の
国
際
的
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
、
伊
巴
g
z
m
R
(包
-
Y
司
2
5阻止
O
ロ

え

の

S
S
E
-
〉

∞宮内々
0
『
H
F
刊
の
o
g
g
oロ
の
O
同開。同

F
o
m
m
L
ω
u
B
Z
S
F
N
4
o
z
-
-

。or
g
句。同門司・

5
g
(紹
介
、
木
下
毅
・
〔
一
九
七

O
l
一
〕
ア
メ
リ
カ
法
二
七

頁
〉
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
日
)
五
十
嵐
「
殻
疲
担
保
と
比
較
法
」
(
同
『
比
較
民
法
学
の
諮
問
題
』
一
粒
社
、
一
九
七
六
年
所
収
〉
参
照
。

(

M

)

藤
岡
康
宏
「
自
動
車
事
故
に
よ
る
損
害
の
補
償
|
|
交
通
災
害
保
険
化
構
想
へ
の
総
論
的
展
望
」
北
法
二
四
巻
三
号
二
五
巻
一
号
(
一
九
七
三
|

七
四
年
)
な
ど
参
照
。

〈
日
)
こ
の
点
で
は
野
田
良
之
教
授
の
諸
論
稿
、
と
く
に
野
田
「
比
較
法
文
化
論
の
一
つ
の
試
み
」

七
八
年
所
収
)
参
照
。

(
日
〉
下
山
瑛
ニ
「
外
国
法
研
究
の
課
題
と
方
法
」
法
時
三
八
巻
一
二
号
ハ
一
九
六
六
年
)
。

説論

ハ
『
比
較
法
と
外
国
法
』
早
大
比
較
法
研
究
所
、
一
九

北法31(3-4・1.18)950 



五

す

び

む

法
の
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
寄
与
に
つ
い
て
、
結
論
的
に
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
比
較
法
は
法
解
釈
に
対
し
「
解
決
方
法
の
貯
蔵
庫
(
〈
O

弓
忠
告
ピ
い

mgmg)」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
解

釈
者
が
直
面
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
外
国
に
解
決
例
が
あ
る
場
合
に
は
、
成
功
例
や
失
敗
例
を
ふ
く
め
て
、
そ
れ
を
参
芳
に
し
て
解
釈
す
る

こ
と
に
よ
り
、
よ
り
妥
当
な
結
論
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
強
く
な
る
。
こ
の
場
合
、
ど
の
解
決
方
法
を
選
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
者
の
主

体
的
判
断
に
ま
か
さ
れ
る
。

さ
ら
に
す
す
ん
で
、
比
較
法
が
解
釈
者
に
対
し
解
釈
の
判
断
基
準
を
提
供
し
う
る
か
は
、
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
あ
る
テ
!
?
に

つ
い
て
、
一
定
の
比
較
法
的
傾
向
が
存
す
る
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
傾
向
に
従
っ
た
解
釈
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
法
の
統
一
の
た
め

の
比
較
法
を
推
進
す
る
人
び
と
は
、
統
一
法
の
準
備
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
主

張
を
一
般
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
基
本
的
に
は

F
5
と
∞
o
-
Fロ
の
問
題
で
あ
り
、

た
と
え
比
較
法
的
傾
向
が
見
出
さ

れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

ω
0
5
に
す
ぎ
ず
、

ω
o
z
g
に
属
す
る
解
釈
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
移
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、

と
い
え
る
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
世
界
の
多
く
の
国
の
聞
に
一
致
の
見
ら
れ
る
解
決
方
法
は
、
原
則
と
し
て
、
人
類
に
と
っ
て
よ
り
よ
き
価
値
の
実
現
を
め
ざ

法の解釈と比較法

す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
較
法
は
価
値
判
断
の
基
準
に
つ
い
て
も
有
力
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

比
較
法
的
に
認
め
ら
れ
た
共
通
の
価
値
の
実
現
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
、
わ
が
国
特
有
の
社
会
経
済
的
背
景
や
文
化
の
相
違
も

十
分
に
考
慮
に
入
れ
て
、
妥
当
な
解
決
を
は
か
る
点
に
、
今
日
の
法
の
解
釈
に
対
す
る
比
較
法
の
最
大
の
貢
献
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
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説

(

1

)

こ
の
こ
と
ば
は
ツ
ィ

l
テ
ル
マ
ン
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
が

(dm戸
河

田

to--
〉
口
町
民
胆
『

O
E口弘

ZOH448-品目
m
r
a円
仏

a
m
R
V
Z
4
a
m
r
w
rロ
ロ

m
Lロ
一

。nZ
5
5明
日
件
。
〉
ロ
『
血
幹
N
P
国
・
、
H

，E
F
呂
田

o
p
S白
戸

ω・
由
)
、
出
典
不
詳
。

NHfLHHHSF
〉
口
問
的
阿
佐
和
ロ
ロ
ロ
門
山
田

a
o
E
Eロ
関
仏
開
門
用

N
R
Z
2
R
∞-2nrl

ロロ

m
-
U
E神
田
口
宮
』

R
E
S
-
N
2
Zロ
m
g
o
o
-
ω
ω
8
で
、
比
較
法
の
立
法
に
対
す
る
意
義
に
つ
い
て
同
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

論
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くくSummariesof Contents>> 

Gesetzesinterpretation und Rechtsvergleichung 

Kiyoshi IGARASI王1*

1. Hier in diesem Aufsatz geht es sich darum， wieviel die 

Rechtsvergleichung zur Interpretation in1andischen Rechts beitragen 

konne. In den westlichen Landern hat man sich erst in letzter Zeit 

mit der Thematik zu beschaftigen angefangen. Es sieht in Japan 

aber anders aus. Hier wandten die Gerichte vor den modernen 

Kodifikationen die westlichen Rechte als ratio scripta， wenn ein 

betreffendes Gesetz fehlte. Nach den hauptsachlich durch die Rezep-

tion der franzosischen wie deutschen Rechte vollzogenen Kodifika-

tionen hielt man die Mutterrechte fur die Modelle nicht nur in der 

Wissenschaft， sondern auch in der Rechtsprechung. Daher trieb 

man die Rechtsvergleichung hier in Japan schon vom Anfang an 

fur die Gesetzesinterpretation. Die deutsche Rechtstheorie ubte 

den ausschliesslichen Einfluss dabei aus. Hier kann man von der 

Theorien-rezeption sprechen. Diese Situation veranderte sich nach 

dem ersten Weltkrieg allmahlich. Die selbstandige Rechtswissen-

schaft wuchs nach und nach auf. Nach dem zweiten Weltkrieg 

wurden nun die anglo・amerikanischenRechte auf mehreren Gebiete 

rezeptiert. Die an diesen Rechte orientierte Rechtsvergleichung 

gedieh dann wiedermal auch fur die Gesetzesinterpretation. 

II. Angesichts der eben geschilderten Rechtsentwicklung sei 

selbstverstandlich， dass die Rechtsvergleichung auf die japanische 
Rechtswissenschaft den grossen Einfluss ausubte. Ihr Einfluss auf 

die Rechtsprechung scheint aber nicht so einsichtlich zu sein. Es 

I 

イマ.-'-~. ， 

I~- ，--) 
vergleichung an der Hokkaido-UnIversitat ¥. 'r. >:.J 

ι1.>" 
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kommt auf den Stil hochstrichterlicher Entscheidung an (Kotz). 

Die japanische Gerichtsentscheidung ist nicht so knapp wie die 

franzosische， zitiert aber kaum das Schrifttum. Trotzdem ist darauf 
hinzuweisen : 

(a) Viele Beispiele zeigen in Japan den Einfluss der Rechts-

vergleichung auf die Rechtsprechung (z.B. positive Ver-

tagsverletzung， culpa in contrahendo， Haftung fur Ver-
schulden der Erfu11ungsgehilfe， Schuldubernahme u.a.). 

(b) Es gibt aber auch die anderen Falle， dass die auslandische 

(insb. deutsche) Rechtstheorie den Beifa11 in der Wissen-

schaft， aber keinen in der Rechtsprechung findet (z.B. der 
abstrakte dingliche Vertrag， Sachmangelhaftung). 

(c) Auch wenn die Rechtsvergleichung den Einfluss auf die 

Rechtsprechung ausubte， ist die Zahl solcher FalIe ver-

haltnismassig gering (z.B. culpa in contrahendo， Verwir-

kung). 

(d) Es gibt auch die Falle， dass die ubernahme der auslandi-

schen Theorie nur nominal bleibt (z.B. Theorie des ada-

quaten Kausalzusammenhangs). 

(e) Naturlich gibt es viele Falle， dass die japanische Recht-

sprechung ihren eigenen Weg bahnte (z.B. Berechnung des 

Schaden8ersatzes bei Totung). 

(f) Es ist merkwurdig， dass neulich die japanische Wissen-

schaft die auslandi8che Theorie nicht so leicht ubernimmt 

(z.B. Geschaftsgrundlage， faktische Vertragsverhaltnisse). 
AIs Ergebnis kann man sagen， dass die heutige Rechtsprechung 

geringer als fruher von der Rechtsvergleichung beeinflusst wird. 

III. Am Schluss behauptet der Verfasser， dass heutzutage die 

Rechtsvergleichung zur Interpretation des internen Rechts eine 

grosse Rolle mit spielen konne， und dass man bei der Interpretation 

des inlandischen Rechts den internationalen Tendenzen moglichst 

foIgen 8011e， wahrend man auch den KuIturunterschied freiIich nicht 

ohne weiteres aus日erAcht Iassen durfe. 
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